
 

 

 

 

 

 

 

山形市立小中学校タブレット端末等賃貸借業務 

公募型プロポーザル実施要領 
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１ 目的 

山形市（以下、「本市」という。）では、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき令和２年度に市

内小中学校に導入したタブレット端末が更新時期を迎えるにあたり、本市の目指すＩＣＴ教育

をより一層推進するため、学習者用及び指導者用のタブレット端末を導入する。 

  本要領は、この山形市立小中学校タブレット端末等賃貸借業務（以下、「本業務」という。）

を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式による企画提案を募集し、タブレット端末の導

入のみならず、ソフトウェアや保守管理、運用支援等の内容を総合的に審査した上で契約候補

者を決定するため、必要な事項を定める。 

 

２ 業務の内容等 

本業務は、次の（イ）、（ロ）、（ハ）の３つの業務から構成されており、契約は業務毎に締結す

る。なお、タブレット端末は、市内全ての小中学校において支障なく活用できるよう、３つの業

務で同一の機種、機能及び操作性を持つものを提案すること。 

 

（イ） 山形市立小中学校学習者用タブレット端末等賃貸借業務（小学校１１校、中学校１５校 ） 

①業務内容 

   「山形市立小中学校学習者用タブレット端末等賃貸借（小学校１１校、中学校１５校 ）

基本仕様書」のとおり。 

   ※ただし、基本仕様書で示した仕様より良い提案が可能な場合は、企画提案書の中で提

案を行うこと。 

②契約方法 

長期継続契約（賃貸借契約）とする。 

③賃貸借期間 

令和７年１１月１日（土）から令和１２年１０月３１日（木）まで（５年） 

   ④台数  

    ８，２７１台（予備機含む） 

⑤提案上限額 

（Ａ）総額     １，０７８，６９２，５７１円 

（Ｂ）国補助予定額   ３０３，２７０，０００円  

（Ｃ）市契約予定額   ７７５，４２２，５７１円 【（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）】 

※上記の額は、全て消費税及び地方消費税を含む。 

※学習者用タブレット端末は、公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱（令和６年

１月２９日文部科学大臣決定）の補助対象であるため、契約候補者は本市と共同で、

（Ｂ）の交付申請を行う。また、補助金交付決定後、（Ｃ）の金額について、本市と契

約を締結する。 

  ⑥支払い方法 

   毎月払いとし、履行（賃借）月の翌月に、適正な請求書を受理した日から起算して３０

日以内に支払う。分割払いの額は、原則として支払い回数で等分する。 
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（ロ） 山形市立小学校学習者用タブレット端末等賃貸借業務（小学校２５校） 

①業務内容 

   「山形市立小学校学習者用タブレット端末等賃貸借（小学校２５校）基本仕様書」のと

おり。 

   ※ただし、基本仕様書で示した仕様より良い提案が可能な場合は、企画提案書の中で提

案を行うこと。 

②契約方法 

長期継続契約（賃貸借契約）とする。  

③賃貸借期間 

令和８年１月１日（木）から令和１２年１２月３１日（火）まで（５年） 

④台数  

    ８，８０９台（予備機含む） 

⑤提案上限額 

（Ａ）総額     １，１４８，８５７，８００円 

（Ｂ）国補助予定額   ３２２，９９６，０００円 

（Ｃ）市契約予定額   ８２５，８６１，８００円 【（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）】 

※上記の額は、全て消費税及び地方消費税を含む。 

※学習者用タブレット端末は、公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱（令和６年

１月２９日文部科学大臣決定）の補助対象であるため、契約候補者は本市と共同で、

（Ｂ）の交付申請を行う。また、補助金交付決定後、（Ｃ）の金額について、本市と契

約を締結する。 

  ⑥支払い方法 

   毎月払いとし、履行（賃借）月の翌月に、適正な請求書を受理した日から起算して３０

日以内に支払う。分割払いの額は、原則として支払い回数で等分する。 

 

（ハ）山形市立小中学校指導者用タブレット端末等賃貸借業務 

①業務内容 

   「山形市立小中学校指導者用タブレット端末等賃貸借基本仕様書」のとおり。 

  ※ただし、基本仕様書で示した仕様より良い提案が可能な場合は、企画提案書の中で提案

を行うこと。 

②契約方法 

長期継続契約（賃貸借契約）とする。  

③賃貸借期間 

令和７年１１月１日（土）から令和１２年１０月３１日（木）まで（５年） 

④台数  

    ４６３台 

⑤提案上限額 
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（Ａ）総額     ６０，３８３，８３０円 

※上記の額は、消費税及び地方消費税を含む。 

※指導者用タブレット端末は公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱（令和６年１

月２９日文部科学大臣決定）の対象外のため、（Ａ）総額で本市と契約を締結する。 

  ⑥支払い方法 

   毎月払いとし、履行（賃借）月の翌月に、適正な請求書を受理した日から起算して３０

日以内に支払う。分割払いの額は、原則として支払い回数で等分する。 

 

※基本仕様書に提示する参考機種以外の機種で本プロポーザルに参加する場合は、各基本仕様

書の仕様を全て満たす機種を選定したうえで、質問受付期間中に、事前に電子メールにて事

務局に連絡し、確認を得ること。 

 

３ 事務局（提出・問合せ先） 

〒990-0832 山形市城西町二丁目２番１５号 

山形市教育委員会 総合学習センターＩＣＴ教育推進係 

電話 ： ０２３－６６６－８６７０ 

  e-mail： sogogakusen@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 

４ 実施スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

なお、変更となる場合には市公式ホームページ等により周知する。 

実施内容 実施期間又は期日 

① プロポーザル実施の公告 令和７年５月１５日（木） 

② 質問受付 公告日から令和７年５月２２日（木）午後５時まで 

③ 質問に対する回答 令和７年５月２６日（月） 

④ 参加表明書・企画提案書等の提出 令和７年６月 ３日（火）午後５時まで 

⑤ 参加資格の通知 参加申込みから３営業日以内（目安） 

⑥ 書類審査結果の通知 

（参加者が６者以上の場合のみ） 
令和７年６月９日（月） 

⑦ プレゼンテーション審査 令和７年６月１３日（金）午後 

⑧ 審査結果の通知・公表 令和７年６月中旬 

⑨ 補助金の共同申請 令和７年６月中旬 

⑩ 契約締結 令和７年６月中（予定） 

 

５ 応募書類の配布 

  山形市公式ホームページからダウンロードすること。 

【総合トップ→暮らしの情報→産業・ビジネス→入札・契約→公募型プロポーザル】 

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/nyusatsu/1006744/index.html 
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６ 参加資格要件 

  (1) 参加資格 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の要件を全て満たしていること。 

①  山形市契約規則（昭和３９年山形市規則第１８号）第２５条第２項に規定する競

争入札参加資格者名簿に登載されている者で、本市の指名停止期間中でないこと。 

②  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

③  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

④  会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づ

く清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条

の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

⑤  山形市暴力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条に規定する暴力団若

しくは暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でない

こと。 

⑥  税の滞納がないこと。 

 

 (2) 共同参加の要件 

複数の事業者が共同で本プロポーザルに参加しようとする場合は、共同提案の代表事業

者が上記①から⑥の要件を全て満たし、代表事業者以外の事業者（共同事業者）は、上記②

から⑥までの要件を全て満たしていること。なお、共同提案で参加する者は、単独の提案、

又は他の共同提案に参加することはできない。 

 共同提案を行う場合には、代表事業者は、本プロポーザルに参加するにあたっての全体の

意思決定、運営管理等に責任を持つ者であること、及び代表者とならない者にあっては、代

表事業者へ本プロポーザル及び契約締結に関する一切の権限を委任している旨が記載され

ている「共同参加表明書」（様式第３号）を、参加表明書（様式第２号）とともに提出する

こと。 

 

７ 質問の受付 

  本プロポーザルに関する質問がある場合は、次により提出すること。ただし、審査に支障を

来す質問、評価基準及び他の参加者に関する質問は受け付けない。 

 (1) 提出書類 質問書（様式第１号） 

 (2) 受付期間 公告の日から令和７年５月２２日（木）午後５時まで 

 (3) 提出方法 電子メールにより提出すること。なお、電子メール送信後は、必ず確認の電話

連絡を行うこと。 

 (4) 回  答 質問又は回答の内容が公開することにより質問者の不利益となると判断した
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ものを除き、事業者名を伏せた上で、令和７年５月２６日（月）までに質問及

び回答を市ホームページに掲載する。 

 

８ 参加表明手続 

  本プロポーザルに参加を希望する場合は、次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明

書等」という。）を提出すること。 

 (1) 提出書類（提出部数は各１部） 

   ア 参加表明書（様式第２号） 

   イ 共同参加表明書（様式第３号）※共同参加の場合のみ 

   ウ 会社概要書（様式第４号）※共同参加事業所も含め全事業者が提出 

   エ 誓約書（様式第５号） 

   オ 直近３ヶ月以内に発行された、法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証

明書並びに山形市に本社・支社がある者は法人市民税及び固定資産税に未納がないこ

との証明書の原本 

(2)  提出方法 郵送（簡易書留）又は持参 

（持参する場合は、土日、祝日を除く午前９時～午後５時まで） 

(3)  提出期限 令和７年６月３日（火）午後５時必着 

(4) 提出場所 事務局 

(5)  参加資格の確認 

    「６ 参加資格要件」に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、参加申込から３営

業日以内を目安に結果を通知する。参加要件を満たしていない者については、本プロポー

ザルへの参加を認めない。 

 

９ 企画提案書作成要領 

  次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。企画提案書は、「２ 業

務の内容等」の（イ）、（ロ）、（ハ）の業務全てに共通する内容のもの１点のみとし、複数の企

画提案書の提出は認めない。 

 (1) 提出書類 

   ア 企画提案書の表紙（様式第６号） 

   イ 企画提案書（任意様式） 

本実施要領及び各基本仕様書において市が求めている要件を踏まえた上で、以下のこと

について、この順番で記載すること。 

（ア） 実施体制・業務実績 

（イ） システム要件 

（ウ） 作業要件 

（エ） 保守要件 

（オ） 追加提案 

ウ 見積書及び内訳書（様式第７号） 
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  （イ）、（ロ）、（ハ）の業務ごとに見積もること。 

  内訳書は任意様式とし、必ず添付すること。 

(2) 提出方法 郵送（簡易書留）又は持参 

（持参する場合は、土日、祝日を除く午前９時～午後５時まで） 

(3)  提出期限 令和７年６月３日（火）午後５時必着 

(4) 提出場所 事務局 

(5) 提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

       ※副本には、参加者の商号・名称及びそれらが分かるブランド名やロゴマー

ク等は一切表示させないこと。 

       ※提出書類（正本・副本それぞれ）のＰＤＦデータ及びプレゼンテーション

用データ（ＰＤＦ以外の場合）を入れたＣＤ－Ｒを１枚添付すること。 

 (6) その他 

   ア 企画提案書の用紙規格はＡ４判（ＪＩＳ規格）とする。企画提案書の表紙（様式第６号）

はＡ４判縦、それ以外はＡ４判横とする。 

   イ 記載内容に過不足がない限り、ファイル形式は問わない。また、文書補完のために、写

真、イラスト等を用いることも可とする。 

   ウ 用紙の使用枚数は自由とする。また、カラー印刷も可とする。 

   エ 企画提案書は、ホチキス等で綴じずにダブルクリップ等で留めること。 

   オ 企画提案書の提出期限後の修正、追加、差替え及び再提出は認めない。 

 

１０ 失格事項 

   次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3)  実施要領等で示された提出期限、提出場所、提出方法等の条件に適合しない書類の提出

があった場合 

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(5) その他、不正な行為があった場合 

 

１１ 企画提案者の審査方法及び評価基準 

 (1) 審査委員会の設置 

    本業務の履行に最も適した契約の相手方となる契約候補者を厳正かつ公正に決定するた

め、山形市立小中学校タブレット端末等賃貸借業務公募型プロポーザル審査委員会（以下

「審査委員会」という。）を設置し、提出のあった企画提案書の内容を評価し、選定する。

なお、審査委員は５名とする。 

(2) 公平性の確保 

審査の公平性を確保するため、審査においては、審査委員に対し参加者の商号・名称及

びそれらが分かるブランド名やロゴマーク等は一切公開せず、匿名での評価を行う。 
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 (3) 書類審査 

参加者が６者以上の場合には、プレゼンテーション審査に参加できる者（最大５者）の

選考を目的とし、別紙「評価基準表」に基づき、審査委員による書類審査を実施する。 

書類審査を実施した場合は、全参加者に対し、選考結果を令和７年６月９日（月）まで

に電子メールにて通知する。  

 (4) プレゼンテーション審査 

    審査委員会において、提案内容をより理解し、公正に選定するため、企画提案書に係るプ

レゼンテーション審査を実施する。 

   ア 実施方法 

(ｱ)  プレゼンテーション審査は、事務局の指定する会場で行う。審査順は、参加表明書等

の受付順とする。なお、ＰＣ、大型モニター、パワーポインターについては会場に事

務局で用意する。 

(ｲ)  説明内容は提出のあった「企画提案書」に基づくものとし、追加資料は認めない。 

(ｳ) 審査は１者ずつ行い、１者の持ち時間は、説明１５分、質疑１０分の計２５分とす

る。 

(ｴ) １者あたり最大３名の参加とし、共同参加の場合は共同事業者の参加も可とする（合

計で３名以内とすること）。 

(ｵ) オンラインでの参加を希望する場合は、参加表明書等の提出時に、事務局に対し申

し出ること。 

イ 会場及び実施時間等 

  会場、実施時間については、プレゼンテーション審査前に事務局よりメールで通知する。 

(5)  審査項目及び評価基準 

  審査委員会において、「２ 業務の内容等」の（イ）、（ロ）、（ハ）に共通する提案を、別

紙「評価基準表」に基づき評価を行う。また、審査内容は非公開とする。 

(6)  審査・選定方法 

  ア 各審査委員の評価点の合計得点が最も高かった提案者を、全業務における第一順位の

契約候補者に決定し、次に高かった提案者を次点の契約候補者とする。 

 合計得点の最も高い者が２者以上いるときは、別紙「評価基準表」の企画内容評価点が

高いものを第一順位の契約候補者とする。 

  イ 価格点は、見積書（様式第７号）に基づき、事務局にて以下の計算式で算出する。 

価格点 ＝ 最低提案価格／当該事業者提案価格 × ２０ 

なお、最低提案価格及び当該事業者提案価格は、「２ 業務の内容等」の（イ）、（ロ）、

（ハ）の各業務見積額の総額とする。価格点は１の位までを有効とし、端数のある場合は

小数点第１位で四捨五入を行う。 

  ウ 各審査委員の持ち点（１００点）を合算した値（満点：５００点）の６割を最低基準点

とし、各審査委員の評価点の合計得点が最低基準点に満たない場合には、事業者は選定し

ないものとする。 
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  エ 企画提案をする者が１者のみの場合であっても審査を実施するが、その場合、合計得点

が満点の６割以上（３００点以上）となった場合に限り、契約候補者として決定する。 

(7) 審査結果の通知 

   契約候補者を決定したときは、令和７年６月中旬頃、全ての企画提案者に対し、電子メー

ルにて結果を通知するものとする。文書による結果通知も後日郵送する。 

(8) 審査結果の公表 

   契約候補者を決定したときは、次の結果事項を山形市公式ホームページ上に掲載し、公表

するものとする。 

ア 業務名 

イ 公募型プロポーザル審査委員会の開催日 

ウ 参加事業者数 

エ 第一順位の契約候補者（名称、所在地及び構成） 

オ 審査結果（評価項目並びに評価項目ごとの配点及び評価点） 

カ 次点の契約候補者の有無 

 

１２ 契約に関する基本事項 

(1) 契約の締結 

  第一順位の契約候補者と各契約の仕様書について協議を行い、内容について市と合意の

後、各業務の仕様書に基づく見積書を徴し、随意契約の方法により、業務ごとに長期継続契

約（賃貸借契約）を締結する。 

(2) 協議の順 

第一順位の契約候補者と業務内容及びその仕様書についての協議を行った結果、契約を

締結できなかった場合は、次点の契約候補者と協議を行う。 

 

１３ その他 

(1) 参加事業者は、参加表明書の提出をもって実施要領の記載内容を承諾したものとする。 

(2) 本プロポーザルに係る提出書類についてはすべて押印不要とする。 

(3) 参加申し込み後に辞退する場合は、辞退届（様式第７号）にて届け出ること。 

(4) 本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者（提出者）の負担とする。 

(5) 提出された書類は、返却しない。 

(6) 提出された書類の著作権は参加者に帰属する。ただし、本業務の実施に当たり市が必要と

認めるときは、当該参加者の同意を得た上で、提出書類等の全部又は一部を無償で使用で

きるものとする。 

(7) 提出された書類について、山形市情報公開条例（平成 9 年市条例第 39 号）第 6 条に基

づく公開請求があった場合、原則として公開の対象となる。ただし、公開により、その者

の権利、競争上の地位、その利益を害すると認められる情報を除く。なお、審査委員会に

よる契約候補者選定前において、決定に影響が出るおそれのある情報については、決定後

の公開となる。 
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(8) 審査結果に対する異議は、一切受け付けない。 

(9) 契約締結後であっても、本業務において契約締結事業者が談合その他の不正行為に関わ

った事実が発覚した場合、又は契約締結者の役員等が贈賄等で逮捕される等社会的影響が

大きいと本市が判断した場合は、契約を解除する場合がある。 
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   別 紙 

      評価基準表  

【企画評価点】   

審査項目 審査の視点 配点 

≪実施能力評価点≫ １０点 

ア 実施体制・業務実績 １０ 

  実施体制 
実施体制が明確に示されており、役割ごとに各業務に精通した担当者

（事業者）が配置され、実行性の高い提案となっているか。 
５ 

  業務実績  
他の自治体において同種・類似の業務実績が複数あり、十分な業務遂行

能力が認められるか。 
５ 

≪企画内容評価点≫ ７０点 

イ システム要件 ２５ 

 
タブレット端末の 

仕様・性能 

基本仕様書に定めた、またはそれ以上の機能・性能を持つタブレット端

末が提案されており、動作が速く、児童生徒も扱いやすく、故障・破損

しにくいことが期待できる提案内容となっているか。 

１０ 

 ソフトウェア 

基本仕様書に定めた、またはそれ以上の機能を持つソフトウェアが提

案されており、児童生徒の学力向上や情報モラル向上、セキュリティ対

策等に配慮された内容となっているか。 

１５ 

ウ 作業要件 １０ 

 

作業全般 

全体管理及びスケジュールが的確に示されており、機器等の導入、各種

テスト、運用開始準備、端末の設定やシステム移行等の作業がスムーズ

に行われることが確実に見込まれる提案内容となっているか。 

５ 

研修等 
教職員をサポートするための研修等が充実しており、学校において端

末の利活用が効果的に行われるための提案がなされているか。 
５ 

エ 保守要件 ２５ 

 

保守・保証内容 

基本仕様書に定めた、またはそれ以上の保守・保証内容となっており、

修繕費用の抑制が期待でき、契約期間にわたり安心感のある提案内容

となっているか。 

１５ 

運用支援 

納品後の故障や問い合わせへの対応、学校からの機器の受け取り方な

どへの支援が充実しており、スムーズで安定した運用につながる提案

がなされているか。 

１０ 

オ 追加提案 １０ 

 追加提案 
児童生徒や教職員にとって魅力ある追加提案や、業務の効率化が図ら

れるような工夫のある追加提案がなされているか。 
１０ 

   企画評価点 計 ８０ 

【価格点】  

カ 価格（様式第６号） ２０ 

価格点 ＝ 最低提案価格／当該事業者提案価格 × ２０ 
 

２０ 

  価格点 計 ２０ 

【企画評価点】８０点＋【価格点】２０点＝【合計点】１００点 


